
阿南市要綱第３３号  

阿南市障がい者日常生活用具給付事業実施要綱  

 （目的）  

第１条  この要綱は、障がい者の日常生活の便宜を図るため、  

障がい者に対し、用具を給付し、かつ、その費用の一部又は

全部を阿南市（以下「市」という。）が負担すること（以下

「給付事業」という。）により、障がい者の福祉の推進に資

することを目的とする。  

 （定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、  

それぞれ当該各号に定めるところによる。  

⑴  障がい者  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法

」という。）第４条第１項に規定する障害者をいう。  

⑵  障がい児  法第４条第２項に規定する障害者をいう。  

⑶  保護者  児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６

条に規定する保護者をいう。  

⑷  用具  障がい者の日常生活上の困難を改善し、その自立

を支援し、又はその社会参加を促進し、かつ、製作、改良

又は開発に当たり障がいに関する専門的な知識ないし技術

を要する日常生活品であり、一般的に普及していないもの

として第４条第１項各号に定めるものをいう。  

（給付対象者）  

第３条  用具の給付の対象となる者（以下「給付対象者」とい  

う。）は、本人又はその保護者が現に市内に居住地を有する

もの（現に市内に居住地を有していなくても、法第１９条第

３項の規定により市が支給決定を行うとされるものを含み、

現に市内に居住地を有していても、同項の規定により他の市

町村が支給決定を行うとされるものを除く。）で、かつ、用

具を必要とする在宅の重度障がい者等として、次の各号のい



ずれかに該当するものとする。ただし、在宅の重度障がい者

等の属する世帯に市町村民税所得割の課税額が４６万円以上

の世帯員がある場合は、この限りでない。  

⑴  身体障がい者  １８歳以上の者で、身体障害者手帳を所

持し、かつ、別表の対象者の欄に掲げる状態にあるもの  

⑵  知的障がい者  １８歳以上の者で、療育手帳を所持し、

かつ、別表の対象者の欄に掲げる状態にあるもの  

⑶  身体障がい児  １８歳未満の者で、身体障害者手帳を所

持し、かつ、別表の対象者の欄に掲げる状態にあるもの  

⑷  知的障がい児  １８歳未満の者で、療育手帳を所持し、

かつ、別表の対象者の欄に掲げる状態にあるもの  

⑸  難病患者等  治療方法が確立していない疾病その他の特

殊の疾病であって法第４条第１項の政令で定めるものによ

る障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者（児童

福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４条第２項所定の

これと同程度である児童を含む。以下同じ。）であり、か

つ、別表の対象者の欄に掲げる状態にあるもの            

 （用具の種目）  

第４条  給付の対象となる用具は、次に掲げるとおりとし、そ  

 の具体的な種目は、別表種目の欄に定めるものとする。ただ  

し、複合機能が附帯した用具については、主たる機能が次の

各号に定めるものに該当しない場合は、給付の対象としない

ものとする。  

⑴  介護・訓練支援用具  障がい者の身体介護を支援する用

具であって、障がい者及び介助者が安全かつ容易に使用で

き、実用性があるもの  

⑵  自立生活支援用具  障がい者の入浴、食事、移動等の自

立生活を支援する用具であって、障がい者が安全かつ容易

に使用でき、実用性があるもの  

⑶  在宅療養等支援用具  障がい者の在宅療養等を支援する



用具であって、障がい者が安全かつ容易に使用でき、実用

性があるもの  

⑷  情報・意思疎通支援用具  障がい者の情報収集、情報伝

達、意思疎通等を支援する用具であって、障がい者が安全

かつ容易に使用でき、実用性があるもの  

⑸  排せつ管理支援用具  障がい者の排せつ管理を支援する

衛生用品であって、障がい者が安全かつ容易に使用でき、

実用性があるもの  

⑹  居宅生活動作補助用具  障がい者の居宅生活動作等を円

滑にする用具で、その設置に小規模な住宅改修を伴うもの  

２  用具の価格（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２  

８条第１項及び第２９条の規定により算出した消費税額を含

む。）に対する公費負担限度額は、別表価格の欄に定めるも

のとする。ただし、運搬、取付け、調整その他の用具の給付

に当たって発生する経費は含まないものとする（居宅生活動

作補助用具に係る場合を除く。）。  

 （給付の制限）  

第５条  給付事業は、各年度の予算の範囲内において実施する  

ものとする。  

２  居宅生活動作補助用具その他給付対象者が介護保険法（平  

成９年法律第１２３号）に基づく施策により給付を受けるこ

とができる用具については、給付事業による給付を受けるこ

とができない。  

３  既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申  

請については、前回の給付日から別表の耐用年数を経過して

いない場合は、給付の対象外とする。ただし、当該期間を経

過する前に給付対象者の責めに帰すべからざる事由により用

具の修理が不能となりその使用が困難となった場合は、この

限りではない。  

４  居宅生活動作補助用具の給付は、原則１回限りとする。  



５  給付対象者が、第３条各号に掲げる要件のうち、２以上の  

要件に該当する場合であっても、同一品目の用具について重

複してその給付を受けることはできない。  

６  給付対象者が、医療機関、障害者支援施設等（以下「施設  

等」という。）に入院又は入所している場合は、施設等で設

備すべき備品又は既に具備している用具について、給付事業

による給付を受けることができない。  

７  点字図書については、辞書等一括して購入しなければなら  

ないものを除き、１年間に６タイトル又は２４巻のいずれか

を限度とする。  

８  ストーマ用装具、紙おむつ及び人工内耳用電池については  

、申請１回につき、暦月を単位に１２月分を上限として、日

常生活用具給付券（以下「給付券」という。）の交付を受け

ることができる。  

（給付の申請）  

第６条  用具の給付を受けようとする給付対象者又はその保護  

者（以下これらの者を「申請者」という。）は、日常生活用

具給付申請書（以下「給付申請書」という。）に用具見積書

（品目名、品名（製品名・型番・規格等）、数量、単価、金

額（課税製品については、税込金額）及び申請者氏名が記載

されているもの）及びカタログを添付して福祉事務所長に申

請するものとする。ただし、次の各号に掲げる用具の給付の

申請については、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しな

ければならない。  

⑴  紙おむつ  法第５４条第２項に規定する指定自立支援医

療機関に属する医師が作成する意見書（新規に申請する場

合に限る。）  

⑵  居宅生活動作補助用具  工事図面、改修工事見積書及び

改修前の状況を示す写真（なお、施工後には、改修後の写

真も提出しなければならない。）  



⑶  人工内耳用電池  装着証明書その他の人工内耳装用が分

かる書類  

 ⑷  人工内耳用音声信号処理装置  見積書、日常生活用具給  

付意見書（人工内耳用音声信号処理装置用）（別記様式）

その他市長が必要と認める書類  

２  申請者のうち難病患者等は、前項に掲げる書類に加えて、  

給付申請書に難病患者等日常生活用具給付意見書を添付しな

ければならない。  

 （給付の決定）  

第７条  福祉事務所長は、給付申請書を受理したときは、速や  

かに調査書を作成し、原則として給付申請書を受理した日か

ら１月以内に用具の給付の可否を決定するものとする。  

２  福祉事務所長は、用具の給付を可とする旨の決定（以下「  

給付決定」という。）をしたときは、申請者に対し、日常生

活用具給付決定通知書により通知するものとする。この場合

において、給付券は、用具見積書を作成した事業者に送付す

るものとする。  

３  福祉事務所長は、用具の給付を不可とする旨の決定をした  

ときは、申請者に対し、却下決定通知書により通知するもの

とする。  

 （給付の委託）  

第８条  福祉事務所長は、用具の製作若しくは販売又は住宅の  

改修工事を業とする者のうち、良質かつ適切な用具を低廉な

価格と良質なサービスをもって障がい者に提供できるもの（

以下「事業者」という。）に対して用具の給付を委託するも

のとする。  

 （費用の負担）  

第９条  給付決定を受けた申請者（以下「被給付決定者」とい  

う。）は、公費負担限度額（用具の給付に要する費用が公費

負担限度額より廉価な場合は、当該額）の１００分の１０に



相当する額及び公費負担限度額を超える場合の超過額の合計

額（以下「利用者負担額」という。）を負担するものとする

。ただし、被給付決定者が生活保護受給世帯又は市町村民税

非課税世帯にあっては、利用者負担額のうち公費負担限度額

の１００分の１０に相当する額の負担を要しない。  

２  利用者負担額に１円未満の端数が生じたときは、これを切  

り上げるものとする。  

３  利用者負担額は、給付券に記載するものとする。ただし、  

点字図書の利用者負担額は、点字図書発行証明書の自己負担

額欄に記載するものとする。  

４  被給付決定者は、事業者から用具の給付を受けるに当たっ  

ては、当該用具に欠陥がないことを確認した上、当該事業者

に対し利用者負担額を支払うものとする。  

５  事業者は、利用者負担額の支払及び給付券又は点字図書発  

行証明書への被給付決定者の押印と引換えに、当該用具の給

付を行うこととする。  

（費用の請求及び支払）  

第１０条  事業者は、用具の給付を行ったときは、被給付決定者  

の受領印のある給付券又は点字図書発行証明書を添え、用具の

給付に要した費用から利用者負担額を除いた額を福祉事務所長

に請求するものとする。  

２  福祉事務所長は、前項の請求があった場合には、請求書の  

 内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受理した日か  

ら３０日以内に同項の請求額を支払うものとする。  

 （給付決定の取消し及び費用の返還）  

第１１条  福祉事務所長は、被給付決定者において次の各号の  

 いずれかに該当する場合には、給付決定を取り消し、当該被  

給付決定者又は給付を行った事業者に対し、日常生活用具給

付取消通知書によりこれを通知するものとする。この場合に

おいて、福祉事務所長は、当該被給付決定者又は給付を行っ



た事業者に対し、当該給付に要した費用の全部又は一部の返

還を求めることができる。  

⑴  偽りその他不正の手段により用具の給付を受けたとき。  

⑵  給付された用具を、給付事業の目的に反して使用し、交

換し、貸与し、又は担保に供したとき。  

⑶  給付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。  

⑷  その他この要綱の規定に違反したとき。  

２  福祉事務所長は、被給付決定者が前項の規定に基づく費用  

 の返還をしない場合には、被給付決定者に対し他の用具の給  

付を停止することができる。  

３  福祉事務所長は、給付を行った事業者に対して第１項の規  

定に基づく費用の返還を求めた場合には、当該事業者を第８

条の適用から除外することができる。  

 （調査）  

第１２条  福祉事務所長は、この要綱の実施について必要があ  

ると認めるときは、被給付決定者又は給付を行った事業者に

対して、報告及び関係書類の提出若しくは提示を求め、又は

職員をして関係者に対し質問させ、その他必要な調査を行う

ことができる。  

（補則）  

第１３条  この要綱に定めるもののほか、給付事業の実施に関  

し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。  

   附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、平成２５年９月１日から施行し、同年４月１  

日から適用する。  

（経過措置）  

２  この要綱の施行の日の前日までになされた処分、手続その  

他の行為は、相当規定によりなされたものとみなす。  

  附  則（平成２５年１２月２７日阿南市要綱第４６号）  



この要綱は、平成２５年１２月２７日から施行し、同年４月  

１日から適用する。  

  附  則（平成２７年９月２７日阿南市要綱第５２号）  

この要綱は、平成２７年１０月１日から施行する。  

  附  則（平成２８年３月２８日阿南市要綱第１５号）  

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

  附  則（平成３０年９月２６日阿南市要綱第４９号）  

この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。  


